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高松市香南産地形成促進施設（香南アグリーム）指定管理者募集要項 

 

  高松市では、高松市香南産地形成促進施設条例第８条の規定に基づき、当該施設の指定管理者

（管理運営を実施する団体）を、次のとおり募集します。 

 

１ 指定管理者制度の趣旨  

  指定管理者制度の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、

民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることです。 

 

２  対象施設の概要  

(１) 名 称     高松市香南産地形成促進施設（香南アグリーム） 

(２) 所在地     高松市香南町岡１２７０番地１３、高松市香南町横井１０３６番地１

ほか 

(３) 設置目的    消費者との交流等を通じて地場産品の普及の促進及び生産振興を図り、

農業活性化に資するため。 

(４) 施設の規模等  管理運営業務仕様書を参照 

(５) 施設の内容等  

 ア 設置の経緯   魅力ある農業を構築する施策の一環として、農家と関係機関が一体と

なって特色ある地域農業を形成、推進する農業の拠点施設として、高

松市香南産地形成促進施設が設置されました。当施設は、農林水産省

の経営構造対策事業を活用し、高松空港に隣接して広がる広陵地帯に

施設整備を行いました。 

 イ 内 容    管理運営業務仕様書を参照 
 ウ 図 面     別添参考資料（１）を参照 

エ 設備・備品   管理運営業務仕様書及び別添参考資料（２）を参照 

オ その他     自動販売機、電柱等の設置については、本市の行政財産の目的外使用

許可により承認しています。 

 

３ 指定管理者が行う業務  

指定管理者は、次の業務（以下「指定管理業務」という。）を行います。その詳細は、別に定

める「高松市香南産地形成促進施設（香南アグリーム）管理運営業務仕様書」に示すとおりで、

この仕様書に従い、実施いただくこととなります。なお、「10 申請書類等」に示す指定管理者

申請書（様式２）を提出する者（以下「申請者」という。）は、指定管理業務実施計画書（様式

３）において、各業務についてより望ましく良好な状態で実施するための提案をすることがで

きます。 

(１) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

保守管理（施設、設備、備品等）、環境維持管理（清掃、植栽、施設保全等）、防災・安

全確保（防災※・緊急体制、夜間等警備)等に関する業務 

※ 高松市から、災害時の避難場所等として対応する要請がある場合は、その業務を含み

ます。 

(２) 施設の使用申請に対する許可及び取消し等に関する業務 
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産地形成促進施設、花き栽培施設、香南アグリームふれあい農園の利用に係る使用申請の

受付及び許可（取消しを含みます。）、利用調整等に関する業務（許可及び許可取消等は指

定管理者の責任で行う行政処分です。） 

(３) 施設利用の促進に関する業務 

      施設利用者の誘致、施設利用の拡大、広報・PR及び利用者サービスの向上等に関する業務 

(４) 使用料の徴収に関する業務 

(５) 農産物の生産、加工及び販売に関する業務 

 (６) 適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応 

 

４ 指定管理業務に要する経費等  

市が指定管理者に支払う指定管理料（以下「指定管理料」という。）は、「10 申請書類等(１) 

ウ」の収支予算書（様式４）において提案のあった金額を参考に、年度ごとに予算の範囲内で

支払います。 

(１) 利用料金制の採用 

ア 高松市香南産地形成促進施設の使用料（以下「施設使用料」という。）は、指定管理者

の収入として取り扱います（利用料金制）。したがって、指定管理料は、指定管理業務に

係る経費（以下「管理経費」という。）から、市の決定する施設使用料の見込額を差し引

いた額となります。 

指定管理料 ＝ 管理経費 － 施設使用料の見込額 

イ 指定管理者となる法人等は、市と利用料金の設定等に係る協議を行い、高松市香南産地

形成促進施設条例（平成１７年高松市条例第１９１号）第９条第２項に定める範囲内で利

用料金の額を決定します。なお、施設の有効利用、利用促進、利便性の向上等を図るため、

事前に市の承認を得て、利用料金減免の基準を設けることができます。 

高松市香南産地形成促進施設条例の改正により、指定管理期間中に、条例に定める利用

料金の上限額を変更する可能性があります。 

  ウ 上記ア及びイにより算定された指定管理料は、原則として増額することはありません。 

(２) 指定管理料の額・施設使用料の額の目安 

指定管理料の額及び施設使用料の額については、参考資料(５)、(６)に示す令和元年度か

ら令和４年度までの決算状況、利用統計を参考として積算してください。ただし、指定管理

料の総額（５年間）は、人件費、光熱水費、委託料及び修繕費等の経費の積み上げにより、

７６，２２５千円の範囲内の額としてください。 

なお、提案する指定管理料の総額が７６，２２５千円を超過した団体は失格となります。 

(３) 指定管理料の支払方法 

各会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）において、指定管理者の請求に基づき四

半期ごとに分割して支払います。四半期ごとの支払額は、当該年度の資金収支の見込みに基

づき、年度協定において定めることとします。 

また、指定管理料の精算は、原則として行わないこととしますが、物件費のうち修繕費に

ついては年度ごとに精算し、余剰金が生じた場合は、高松市に返還することとします。 

なお、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づき、都道府県等の認証を受

けた法人（以下「ＮＰＯ法人」という。）については、本指定管理業務の実施において利益を

生じたときは、これを当該ＮＰＯ法人の特定非営利活動に係る事業のために使用しなければ

なりません。 
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(４) 市が支払う指定管理料に含まれるもの 

  ア 人件費（報酬給与、共済費） 

  イ 物件費（報償費、消耗品費、修繕費、光熱水費、燃料費、保守点検委託料、役務費、使 

   用料、維持管理に要する経費等） 

  ウ 補助費（負担金） 

  エ 租税公課 

    指定管理者となる法人等の当該事業にかかる法人税、法人県民税、法人市民税及び法人 

事業税等を明確にし、租税公課として指定管理料に含むものとします。 

(５) 物品の管理及び帰属 

ア 現に施設に配置している市所有の備品等は、無償貸与をします。 

ただし、備品（備品一覧参照）については、備品台帳等を備え、その保管及び管理をし

なければなりません。 

  イ 指定管理者が、施設の管理運営のために備品等を購入しようとする場合は、あらかじめ

市と協議してください。 

(６) 管理口座・区分経理 

   指定管理業務に係る経費の支出及び収入は、法人等自体の口座とは別の口座で管理してく

ださい。また、指定管理業務に係る経理は法人等自体の業務に係る経理とは区分し、独立し

た会計帳簿類を整備してください。 

   なお、指定期間中の指定管理料は、提案のあった収支予算書等に基づき、「債務負担行為」

を設定することとします。 

 

５ 指定の期間  

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

 

６ 指定管理業務の基準等  

(１) 基本方針 

指定管理者は、施設利用者等の安全・安心の確保と、施設の適正な保全管理を業務運営の

基本とし、施設の設置目的を実現し、かつ、施設の効用を最大限発揮させるため、指定管理

業務を効果的かつ効率的に実施しなければなりません。 

(２) 施設の休場日及び開場時間 

ア 休場日 

 (ア) 水曜日（その日が、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日、土

曜日又は日曜日でない日とする。） 

 (イ) １２月２９日から翌年の１月３日まで 

イ 開場時間  午前９時から午後５時まで（香南朝市は午前８時３０分から午後４時まで） 

  なお、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時休場日又は臨時開場日を設定する

ことについて市と協議をすることができます。また、開場時間や利用時間帯等の見直しにつ

いて、提案をすることができます。 

(３) 指定管理業務の包括的な再委託及び譲渡の禁止 

指定管理者は、指定管理業務を一括して第三者に委託し、請け負わせ、譲渡し、又は継承

させることはできません。ただし、指定管理業務の一部について、事前に市の承認を得た場

合はこの限りではありません。 
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(４) 関係法令、条例等の遵守 

指定管理者は、指定管理業務の遂行に当たっては、次に掲げる法令及び条例等を遵守しな

ければなりません。 

 ア 地方自治法及び同法施行令 

 イ 高松市香南産地形成促進施設条例（平成１７年高松市条例第１９１号）及び同条例施行

規則（平成１８年高松市規則第２９号） 

 ウ 高松市行政手続条例（平成８年高松市条例第４号）第２章（申請に対する処分）、第３

章（不利益処分）及び同条例施行規則 

 エ その他労働基準法などの関係法令、条例、高松市指定管理者制度運用基本指針（ホーム 

ページに掲載しています。）等 

(５) 個人情報の保護 

指定管理者は、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）第６６条第２項の規定に基づき、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀

損の防止その他の個人情報の安全管理のため、必要かつ適切な措置として定める「個人情報

取扱特記事項」を締結し、遵守しなければなりません。 

(６) 情報公開 

指定管理者は、指定管理業務の遂行のために作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的

記録等で指定管理者が管理しているものの公開に関し、高松市情報公開条例（平成１２年高松

市条例第３９号）を参考として、情報公開規程等を定めなければなりません。また、同規程等

を定めようとするときは、その内容について、あらかじめ市と協議し、承認を得なければな

りません。 

(７) 文書の保存及び管理 

指定管理者は、指定管理業務の遂行のために作成し、又は取得した文書等については、高

松市公文書等の管理に関する条例（平成２５年高松市条例第２号）等を参考として、文書管

理に関する規程等を定め、当該条例等で定める期間は、当該文書等を適正に保存及び管理を

しなければなりません。 

(８) 守秘義務 

指定管理者は、指定管理業務の遂行において、知り得た内容を第三者に漏らし、自己の利

益のために使用してはなりません。 

(９) 利用者指導の公正性・透明性の確保 

指定管理者が行う施設の利用者等に対する指導は、高松市行政手続条例（平成８年条例第

４号）第４章（行政指導）の規定に準じて取り扱わなければなりません。 

(10) 環境への配慮 

  指定管理者は、指定管理業務の遂行に当たっては、高松市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければなりません。 

ア 環境に配慮した商品・サービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、廃棄に当たっ 

 ては、資源の有効活用を図るとともに適正処理を行うこと。 

 イ 電気、ガス、ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取組を推進

すること。 

 ウ 化学物質、感染性廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事故を防止す

ること。 

(11) 事業実績報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後に指定管理業務全般に係る事業実績報告書を作成し、翌年度
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の４月末までに提出しなければなりません。また、必要に応じ、指定管理者自身の事業実績

報告書その他必要と認める書類の提出及び説明を求めることがあります。 

(12) 事業計画書及び収支予算書の提出 

指定管理者は、毎会計年度９月末までに、事前に市と十分調整を図り、次年度の事業計画

書及び収支予算書を作成し、市に提出しなければなりません。 

(13) 災害時における対応 

指定管理者は、指定期間中、災害等の緊急事態が発生し、又は発生するおそれがある場合

（以下「災害時等」という。）、速やかに必要な措置を講じるとともに、市を含む関係者に対

してその内容を通報しなければなりません。 

なお、指定管理者は、あらかじめ災害時等における緊急連絡網を作成し、市に報告するほ

か、災害時等に市から避難所等運営の支援について要請があった場合は、市に協力するもの

とします。 

 

７ 責任分担  

高松市と指定管理者の責任分担は、おおむね次の表のとおりとし、その詳細は基本協定書で

定めます。 

 

項   目 指定管理者 市 

１  物価変動・金利変動 ○  

２  法令・税制度の変更 ○ ○ 

３  施設、設備、備品の維持管理 ○   

４  施設の修繕（小規模）  ○   

５  事故、火災等による施設及び設備備品の修繕 ○ ○ 

６  使用者の被災 ○ ○ 

７  大規模修繕  ○ 

８  施設に係る各種保険加入等 （○） ○ 

９ 施設の目的外使用許可  ○ 

10  包括的管理責任  ○ 

 

８  応募資格・条件  

(１) 応募資格 

   次の全ての要件を満たす者とします。 

ア 農地を借りる要件を満たしているか、満たすことが確実である法人であること（令和５

年６月時点で、指定管理者が１０筆（約２１９ａ）の農地を借りています。）。 

イ 法人等又はその代表者は、次に該当しないこと。 

 (ア) 法律行為を行う能力を有しない者 

 (イ) 地方自治法施行令１６７条の４の規定により、本市における一般競争入札等の参加

を制限されている者 

 (ウ) 高松市指名停止等措置要綱（平成２４年５月２８日高松市告示第４０３号）に基づ

く指名停止期間中の者 

 (エ) 会社更生法及び民事再生法等に基づき更生手続中の者 

 (オ) 地方自治法第２４４条の２第１１号の規定による指定の取り消しを受けたことが 
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ある者 

 (カ) 市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は公正

な価格の成立を妨害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

 (キ) 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第９２条の２、第 

１４２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触するこ

ととなる者 

(ク) 法人等の役員・構成員に、高松市が行う指定管理者の指定からの暴力団等の排除に

関する要綱第３条各号に該当するものが含まれている者 

(ケ)  法人税、消費税、地方消費税、法人県民税及び法人市民税（以下これらを「国税・

県税・市税」という。）を滞納している者 

  ウ ヤギの飼育に係る動物取扱責任者を常勤職員の中から１名以上配置することができるこ

と。 

 (２) 応募条件 

ア 高松市内に本社、本店を有している法人等（市内企業）であること。 

定義 

市内企業等、準市内企業等、市外企業等の定義は次のとおりです。 

 

  イ 農業交流体験施設又はこれに類する施設（農園、体験等の施設）の維持管理業務ができ

る法人であること。 

ウ 複数の法人等によるグループで応募する場合は、いずれの法人等もアの条件を満たし、

代表する法人等を定めること。また、グループの構成員が８ (１)の応募資格を満たして

いること。 

エ 単独で応募した法人等は、グループ応募の構成員とならないこと。 

オ 複数のグループにおいて、同時に構成員とならないこと。 

   

９ 申請の手続き  

(１) 募集要項の配布期間 

    ア 配布期間 

令和５年７月３日（月）から令和５年８月３日（木）まで 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの間を除きます。） 

ただし、土・日、祝日を除きます。 

  イ 配布場所（下記 16 問合せ先と同じ） 

担当局課名  高松市創造都市推進局産業経済部農林水産課農業振興係 

（高松市役所５階） 

市内企業等 法人にあっては主たる事務所の所在地が高松市内である法人で、地方税法第

３１７条の２第８項の規定に基づき高松市内に事務所又は事業所を有する

法人である旨の申告がなされているものをいう。 

準市内企業等 

 

法人にあっては主たる事務所の所在地が高松市外である法人で、従たる事務

所の所在地が高松市内で、契約の締結等の権限を当該事務所に委任し、かつ、

地方税法第３１７条の２第８項の規定に基づき高松市内に事務所又は事業

所を有する法人である旨の申告がなされているものをいう。 

市外企業等 市内企業等、準市内企業等のいずれにも該当しないものをいう。 
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電話番号  ０８７－８３９－２４２２ 

ファックス ０８７－８３９－２４２３ 

メールアドレス nousui@city.takamatsu.lg.jp 

担当課ホームページ URL：http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/ 

jigyosha/sangyou/nogyo/agream_koubo.html 

    なお、募集要項（ただし、「高松市香南産地形成促進施設業務仕様書」及び施設平面図

等を除きます。）は、高松市のホームページからダウンロードすることができます。 

(２) 公募に関する質問 

    ア 受付期間 

    令和５年７月３日（月）午前８時３０分から令和５年７月１８日（火）午後５時１５分ま

で 

  イ 受付方法 

    質問票（様式１）により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかにより、期間内

に問合せ先まで提出してください。ただし、電話、来訪など口頭による質問には応じませ

ん。 

  ウ 回答方法 

        令和５年７月２１日（金）までに、担当課ホームページにおいて回答します。 

  エ 問合せ先 

    上記(１)イに同じ。 

  オ 現地見学の開催について 

    申請者の希望があれば、上記受付期間中の現地見学を検討します。なお、申請に当たっ

て、現地見学への参加は必須条件ではありません。 

(３) 提出書類の受付に関する事項 

    ア 受付期間 

    令和５年７月２７日（木）から令和５年８月３日（木）まで 

    午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの間を除きます。） 

ただし、土・日、祝日を除きます。 

  イ 提出先 

    上記(１)イに同じ。 

  ウ 提出方法等 

    原則として持参し、申請書類等は、正本１部・副本１３部（副本は複写可）を提出して

ください。 

申請書類等の提出後は、それらの記載内容を変更することはできません（軽微な変更を

除きます。）。また、申請書類等の返却は行いません。 

なお、申請書類等提出後に応募を取りやめるときは、必ず書面による辞退届を提出して

ください。 

(４) プレゼンテーションに関する事項 

   プレゼンテーションを実施します。受付期間満了後に、開催日時及び場所を申請者全員に

通知します。 

(５) 選定結果の通知及び協定の締結等 

  ア 申請者全員に対して、令和５年１０月下旬（予定）までに選定結果を通知します。また、

選定結果は、高松市のホームページ等で公表します。 

  イ 指定管理者の候補者を選定した後に、当該候補者と管理に係る詳細な事項等を定めるた
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め、協議を行います。 

  ウ 候補者は、議会の議決を経て指定管理者として指定され、市と基本協定を締結します。

なお、議会の議決を得るため、あらかじめ仮基本協定を締結します。議決が得られな 

かった場合は、協定を締結することができません。その場合、市は一切の損害賠償責任を

負いません。 

(６) その他 

応募に要する費用は申請者の負担とします。 

市から追加資料を求められた場合は、速やかに提出してください。 

 

10 申請書類等  

(１) 申請書類 

ア 指定管理者申請書（様式２） 

イ 指定管理業務実施計画書（様式３） 

ウ 令和６年度指定管理業務収支予算書及び指定期間における収支予算書（様式４） 

(２) 添付書類 （発行を要する書類については、令和５年４月１日以降発行分であること。） 

ア 定款、寄附行為、規約その他これらに準じるもの 

イ 法人等であることを証する書類 

 (ア) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本 

 (イ) 法人でない団体にあっては、団体の規約・構成員名簿等これらに相当する書類 

ウ 法人等の経営状況等を説明する書類 

 (ア) 申請書を提出する日の属する年の前３か年に係る次の書類（新たに設立される法人

等にあっては不要。次の(イ)に掲げる書類で足りることとします。） 

ａ 事業報告書及び収支決算書等(貸借対照表、財産目録など) 

ｂ 法人税納税申告書及び消費税納税申告書の写し（修正申告書も含む。） 

 (イ) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 

 (ウ) 指定を受けようとする施設と同種又は類似の施設の管理運営実績がある場合は、そ

れを証し、その内容が分かる書類（同種又は類似の施設の管理運営実績がない法人等の

場合は、提出がなくても可とします。） 

エ 申請資格（応募資格）を有さない者に該当しないことを証する書類 

申請資格（８ 応募資格 (１)イ） 書類の内容 

(ア)～(ク) (ア)～(ク)に該当しない旨の誓約書（様式５） 

(ケ) 

法人の場合 

国税・県税・市税に滞納がないことの証明（設立後、１

年未満の場合は代表者について、国税・県税・市税に滞

納がないことの証明） 

非法人の場合 
代表者について、国税・県税・市税に滞納がないことの

証明 

  オ 応募資格の確認のため、申請者の全役員の住民票抄本（写し可） 

  カ 高松市内に本社、本店を有している法人等（市内企業）であることの証明（営業証明書） 

（写し可）なお、ＮＰＯ法人は不要とします。  

(３) その他 

    ア 10 (１)申請書類については、９(３)に定める受付期間内に必ず提出を要するもので、当

該期間内に提出のなかった場合は、申請を認めません。 

イ 申請時に提出する書類は、やむを得ない場合を除き、原則として日本産業規格Ａ列４番
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としてください。 

ウ 提出された指定管理業務実施計画書等の書類は、高松市情報公開条例に基づく請求が 

あったときは、個人情報等、非公開情報である部分を除き、行政文書として公開の対象と 

なりますので、このことを了解の上、御応募ください。 

特に、個人が識別できる写真等の資料の添付には、十分に注意してください。 

 

11 審査基準等  

指定管理者の候補者は、高松市公の施設指定管理者選定委員会条例に基づき、指定管理者選

定委員会（以下「委員会」という。）において、申請内容を総合的に審査し候補者を選定します。

なお、申請者が１者であった場合も、適正な運営を確保するため、委員会に諮り、選定を行い

ます。 

また、審査基準等は、おおむね次の内容を予定しています。 

審査基準 審査の観点 

①基本的事項 ①施設の管理運営に対する考え方・基準 

②平等な利用を確保できるものであ

ること 

①利用者の平等な利用の確保 

※確保できないと認められるときは失格となりま

す。 

③施設の効用を最大限に発揮できる

ものであること 

①施設の設置目的に適した事業内容となっているか。 

②利用者に対するサービスの向上 

③利用促進、利用者増への取組 

④その他新規、斬新な提案の有無 

④安定して管理を行う能力があるこ

と（又は確保できる見込みがあるこ

と） 

①申請者の実績 

②人的能力（管理運営組織） 

③物的能力 

④申請者の安定性、信頼性 

⑤申請者の取組姿勢 

⑥指定管理業務計画書（事業計画書）に記載された内

容の実現性 

⑤施設の管理に係る経費の縮減を図

るとともに、売上等の向上が図れる

ものであること 

①当該施設の管理運営に係る市の経費 

②経費縮減及び売上等向上への取組 

 

12 協定の締結  

指定管理者の指定後、管理に係る細目的事項、市が支払うべき指定管理料の額等を定めるた

め、指定管理者と「協定」を締結し、「協定書」を作成します。協定書の作成に当たっては、

指定期間を通じての基本的な事項を定めた「基本協定」と、年度ごとの業務等に係る事項を定

めた「年度協定」を締結します。 

(１) 基本協定事項 

  ア 業務に関する基本的事項 

  イ 市が支払うべき指定管理料に関する基本的事項 

  ウ 指定管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

  エ 事業報告・業務報告に関する事項 

  オ 指定の取消し及び指定管理業務の停止に関する事項 
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  カ リスクの管理・責任分担に関する事項 

  キ その他 

(２) 年度協定事項 

  ア 当該年度の業務に関する事項 

  イ 当該年度に市が支払うべき指定管理料に関する事項 

  ウ その他  

 

13 管理運営状況の監視等  

(１) モニタリングの実施 

  市は、指定管理者が行う業務の実施状況を把握し、管理状況を確認するために、モニタ 

リングを実施します。モニタリングの結果、指定管理者の行う業務が要求水準を維持してい

ないと判断した場合は、市は、業務の改善等についての必要な指示を行い、改善が見られな

い場合は、業務の全部若しくは一部の停止又は、指定の取消しを行うこととします。 

(２) 施設利用者のアンケートの実施 

指定管理者は、施設利用者の利便性の向上を図る等の観点から、アンケートを実施するこ

となどにより、施設利用者の意見や苦情等を聴取し、その結果及び当該意見等の業務改善へ

の反映状況について、市への報告を求めます。 

(３) 帳簿書類等の提出要求 

監査委員等が市の事務を監査するために必要があると認める場合、指定管理者に対して帳

簿書類その他の記録の提出を求めることがあります。 

 

14 その他  

(１) 業務の継続が困難になった場合等の措置 

指定管理者は、業務を継続することが困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、 

速やかに市に報告しなければなりません。その場合の措置の方法は、次のとおりとします。 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、この募集要項又は協定に定める指定管理業務 

を継続することが困難になった場合又はそのおそれが生じた場合は、市は指定管理者に対

し改善勧告等の指示を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができます。

この場合において、指定管理者がその定められた期間内に改善することができなかった場

合等は、市は指定管理者の指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じること

ができることとします。 

 また、指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止されたこと

により、市に損害を与えたときは、指定管理者は、市に対し、その損害を賠償しなければ

なりません。 

イ 不可抗力等による場合 

不可抗力、その他、市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により、業務 

を継続することが困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、市と指定管理者は、

業務継続の可否等について協議を行い、継続することが困難と判断した場合、市は指定管

理者の指定の取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができることとし

ます。 

(２) 信用失墜行為等があった場合の措置 

   申請者、指定管理者候補者又は指定管理者（以下、この項において「指定管理者等」とい
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う。）において、著しく社会的信用を失う行為等により、指定管理者等としてふさわしくな

いと認められる場合は、指定管理者候補者としての選定又は指定管理者の指定を取り消すこ

とがあります。 

(３) 関係職員等への接触の禁止 

   選定委員、本件業務に従事する市職員及び本件関係者に対し、本件応募に関わる接触を禁

止します。接触の事実が認められた場合は失格とすることがあります。 

(４) 指定管理者には、指定管理者の名称と連絡先、市の担当課と連絡先を施設内に表示し、

又はパンフレット等に明記するなどにより、当該施設が、指定管理者が管理運営をしている

市の施設であることを明示していただきます。 

(５) 業務の引継ぎについて 

指定期間の終了又は指定の取消しにより、指定管理者の資格がなくなるときは、次期指定

管理者への円滑な引継ぎに協力していただきます。 

(６) その他協議すべき事項 

協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、市及び指定管理者双方が誠意を持って

協議するものとします。 

 

15 参考資料  

(１) 施設見取図（施設平面図） 

(２) 備品一覧表 

(３) 高松市香南産地形成促進施設条例 

(４) 高松市香南産地形成促進施設条例施行規則 

(５) 施設管理運営費・施設利用料等の決算状況（令和元年度～令和４年度） 

(６) 施設の利用統計 

 (７) 修繕費積算シート 

(８) 施設パンフレット 

 

16 問合せ先  

(１) 所在地    高松市番町一丁目８番１５号 

(２) 担当局課名  高松市創造都市推進局産業経済部農林水産課農業振興係 

（高松市役所５階） 

(３) 電話番号   ０８７－８３９－２４２２ 

(４) ファックス    ０８７－８３９－２４２３ 

(５) メールアドレス  nousui@city.takamatsu.lg.jp  
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申請書類等様式集 

質問票（様式１） 

 

 

 

受付番号  

 

 （宛先）高松市長 

（農林水産課） 

質 問 票 

  

法人・団体名          

代 表 者 氏 名           

担 当 者 氏 名           

連絡先(電話) 

(ＦＡＸ) 

【施設名 高松市香南産地形成促進施設関係】        (メールアドレス) 

質問項目 質問内容 
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指定管理者申請書（様式２） 

 

 

高松市香南産地形成促進施設指定管理者申請書 

 

 令和  年  月  日 

  （宛先） 高松市長  

 

                        申請者の主たる 

                        事務所の所在地                  

 

 

                        法人・団体名                

 

 

代表者氏名                

 

 

地方自治法第２４４条の２第３項及び高松市香南産地形成促進施設条例第８条第３項の規定に

より指定管理者の指定を受けたいので申請します。 
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裏面（様式２） 

 

 

申請書類等チェックリスト 

１ 申請書類 

□ 指定管理者申請書（様式２） 

□ 指定管理業務実施計画書（様式３） 

   □ 令和６年度指定管理業務収支予算書及び指定期間における収支予算書（様式４） 

 

２ 添付書類（発行を要する書類については、令和５年６月１日以降発行分であること。） 

□ 定款、寄附行為、規約その他これらに準じるもの 

□ 法人等であることを証する書類 

   □ 法人にあっては当該法人の登記簿謄本 

   □ 法人でない団体にあっては、団体の規約・構成員名簿等これらに相当する書類 

□ 法人等の経営状況等を説明する書類 

□ 事業報告書及び収支決算書等（貸借対照表、財産目録など。３か年分） 

□ 法人税納税申告書及び消費税納税申告書の写し（修正申告書も含む。３か年分） 

□ 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 

□ 指定を受けようとする施設と同種又は類似の施設の管理運営実績がある場合   

は、それを証し、その内容が分かる書類（同種又は類似の施設の管理運営実績がな

い法人等の場合は、提出がなくても可とする。） 

□ 申請資格（応募資格）を有さない者に該当しないことを証する書類 

申請資格（８応募資格(１)イ） 書類の内容 

(ア)～(ク) □ (ア)～(ク)に該当しない旨の誓約書（様式５） 

(ケ) 

法人の場合 

□ 国税・県税・市税に滞納がないことの証明（設

立後、１年未満の場合は代表者について、国税・

県税・市税に滞納がないことの証明） 

非法人の場合 
□ 代表者について、国税・県税・市税に滞納が

ないことの証明 

□ 申請者の全役員の住民票抄本（写し） 

   □ 高松市内に本社、本店を有している法人であることの営業証明書（写し）（ＮＰＯ法

人は不要） 
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 指定管理業務実施計画書（様式３） 

 

指定管理業務実施計画書 

 

※ 簡潔平易な記載に努めてください。各欄には必ず記載をお願いします（必要に応じて、記載する行数

を増やしてください。）。適宜の資料を添付していただいても構いませんが、極力最小限のものとしてく

ださい。 

※ この計画書は紙ベースでの提出をお願いしていますが、それとは別に、Ｗｏｒｄファイルの提供にご

協力ください。 

 

１ 法人等の概要  

 

法人・団体名  所在地  

代表者氏名  設立年月日  

資本金 

(基本財産) 
 従業員数  

電話番号  ＦＡＸ番号  

担当組織名  
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

担当者氏名  

事業内容  

 

２ 基本的な考え方  

※ 高松市香南産地形成促進施設の管理運営を行う上での基本的な考え方を記載してくださ

い。 

 

(１) 団体の理念（経営方針） 

 

 

(２) 指定管理者の指定を受けるための申請をした理由 
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(３) 高松市香南産地形成促進施設を管理運営する基本方針 

   施設設置目的の実現や利用者の平等な利用の確保など、施設の管理運営を行う上での基本

的な考え方を記載してください。 

  ア 基本方針 

    ※ 公の施設としての役割に対する考え方、平等な利用の確保についての考え方を中心

に記載してください。 

 

 

 

イ 関係法令等の遵守体制 

 

 

  ウ 個人情報の保護 

 

 

エ 情報公開に対する考え方 

 

 

オ 環境への配慮 

 

 

カ 地域との連携・貢献 

 

 

  キ その他 

 

 

 

３ 高松市香南産地形成促進施設の効用を最大限に発揮する取組  

※ それぞれの項目について、申請者として創意工夫のある積極的な提案を求めています。 

 

(１) 施設の目的に対する考え方 

施設の設置目的に対する考えや施設の設置目的の実現にふさわしい活動（事業）の実績及

び目標について、記載してください。 

 

 

 

 

(２) 利用者に対するサービスの向上 

利用者へのサービス向上に対する具体的な取組、地域住民や利用者からの要望・苦情等へ

の対応などについて、記載してください。 
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(３) 利用促進、利用者増への取組 

  ア 利用誘致、利用案内、広報活動などの利用促進のための取組と具体的な数値目標を記載

してください。 

 

 

 

  イ 施設の休場日・開場時間等について、利用促進等の観点から見直しを希望する場合は、

その見直しの内容を提案してください。 

 

 

 

(４) その他 

新規、斬新な提案がありましたら、記載してください。 

 

 

 

４ 管理運営体制  

(１) 申請者の業務実績 

  ア 指定管理業務と同等・類似事業の実績（ある場合のみ） 

 

  

 

 イ ア以外の事業実績 

 

 

 

(２) 組織体制 

  ア 人員配置等 

適正な管理運営を行うために必要な人員の確保と配置について、記載してください。 

 

 

 

イ 職員・勤務体制 

    職員の雇用関係、給与、勤務体制（勤務時間、休日の設定等）、職務内容について、記載

してください。 

 

 

 

ウ 職員の配置計画等 

(ア) 責任体制 

     責任の所在、責任者・指導的立場にある職員の常駐の有無等について、記載してくだ

さい。 
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(イ) 執行体制 

     経理・契約などの事務管理、苦情処理、安全管理、職員ローテーション等について、

記載してください。 

      ※ 職員の勤務体制（雇用関係・給与・勤務シフト・職務内容）については必須 

 

(ウ) 有資格者、経験者の配置状況 

 

 

  (エ) 人材育成 

職員の研修や指導監督等について、記載してください。 

 

 

(３) 準備体制 

指定管理業務開始までの準備体制について、記載してください。 

 

 

(４) 事故防止等の対策 

ア 事故防止対策について 

 

 

イ 緊急時（事故等）、防犯・防災対策について 

 

 

(５) 外部委託関係 

   第三者に業務を委託する場合は、業務の委託先、委託先選定方法の考え方について、記載

してください。 

 

 

５ 施設管理経費の縮減及び売上等向上方策  

  効率的な経営に関する考え方、管理経費の縮減方策及び売上の向上について、令和４年度高

松市香南産地形成促進施設維持管理運営費と比較し、具体的な数値目標を記載してください。 

 【参考】令和４年度高松市香南産地形成促進施設維持管理運営費  ７２，１７８千円 

       主な内訳 人件費       １５，１４４千円 

            物件費(維持管理費) １１，１５８千円（修繕費含まない） 

            補助費       ３９，１４３千円 

      令和４年度高松市香南産地形成促進施設収入        ６７，０２８千円 

       主な内訳 産直売上      ４０，６３０千円 

            体験教室売上     ３，３１７千円 

            農産物等販売       ８８９千円 

            雑収入        ６，１７９千円 

 

 



 19 

６ その他特記すべき事項  
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収支予算書（様式４） 

 

 

  令和６年度指定管理業務収支予算書及び指定期間における収支予算書 

（高松市香南産地形成促進施設） 

【令和６年度】                             （単位：千円） 

項  目 積 算 内 訳 積算額 

 

収 

入 

指定管理料 
  

上記以外   

【計】   

支 

 

出 

人件費   

維持管理費(物件費)   

 
例：光熱水費 

電気料 ○○千円 

水道料 △△千円 

 

   

   

   

   

   

補助費   

租税公課   

【計】   

収支差引※   

１ ※ 収支差引がある場合は、その理由と取扱いの考え方を記載してください。 

 

２ 「人件費」の積算額は、高松市香南産地形成促進施設の管理運営に必要な額のみを記載して

ください。原則として、人数、月額賃金額等が分かる積算としてください。 

３ 「維持管理費」の積算額は、参考資料(５)、(６)に示す令和元年度から令和４年度までの決

算状況、利用統計を参考として積算してください。ただし、指定管理料の総額（５年間）は、

人 件 費 、 光 熱 水 費 、 委 託 料 及 び 修 繕 費 等 の 経 費 の 積 み 上 げ に よ り 、 

７６，２２５千円の範囲内の額としてください。 

  なお、提案する指定管理料の総額が７６，２２５千円を超過した団体は失格となります。 

４ 「指定管理料」については、この収支予算書で提案のあった金額を参考にして、議会承認の 

あった予算の範囲内で、年度協定において決定した額を支払います。 
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【指定期間 令和６年度～令和１０年度における収支予算書】 

（単位：千円） 

年度 収  入 支  出 収支差引 備考 

６     

    

７     

    

８     

    

９     

    

１０     

    

 

収支差引額が発生する理由とその解消方策 

１ 各年度欄の上段に指定管理業務に係る収入・支出の見込額を記載し、下段に主な項目と算定

額を記載してください。なお、前年度において収支差引額が発生することとなる場合は、必ず

当該収支差引額を翌年度の収入欄に計上し、年度ごとの経過が分かるように記載してください。 

２ 指定期間中に収支差引額が発生することとなる場合は、「収支差引額が発生する理由とその解

消方策」の欄に、その理由と解消方策を記載してください。 
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誓約書（様式５） 

 

令和  年  月  日   

（宛先）高松市長  

 

誓 約 書 

 

 

所在地                  

法人・団体名               

代表者氏名               

 

 高松市香南産地形成促進施設指定管理者募集要項８の応募資格について当法人は、下記に該当

しないことを誓います。 

 

(ア) 法律行為を行う能力を有しない者 
(イ)  地方自治法施行令１６７条の４の規定により、本市における一般競争入札等の参加を制

限されている者 

(ウ) 高松市指名停止等措置要綱（平成２４年５月２８日高松市告示第４０３号）に基づく指

名停止期間中の者 

(エ) 会社更生法及び民事再生法等に基づき更生手続中の者 

(オ) 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取り消し等を受けたことがある者 

(カ) 市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は公正な価

格の成立を妨害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

(キ) 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第９２条の２、第１４２

条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触することとなる者 

(ク)  法人等の役員・構成員に、高松市が行う指定管理者の指定からの暴力団等の排除に関す

る要綱第３条各号に該当するものが含まれている者 

 

 

 

 

 

 

 

 


